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産業歯科保健の意義

1│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

労働者の健康確保

労働者が安心して仕事に従事

できる快適な職場環境づくり

歯科の役割

う蝕・歯周疾患などの歯科

疾患の予防・管理

歯科領域に現れる職業性疾患
の予防・管理



2│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

働き方改革

「70歳就業確保法」2021年4月より

“70歳までの就業機会確保を企業の

努力義務”とする

がんばって働くけど

お口の健康、身体の健康は大丈夫？

出典：日本歯科医師会「8020達成型社会の産業歯科保健」一部改変



職場の定期健康診断では

生活習慣病が増加

「職場でも心がけよう
生活習慣病予防」

3│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

こんなに増えている
生活習慣病

定期健康診断の有所見率の経年変化
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出典：厚生労働省定期健康診断結果報告を基に作成

出典：日本歯科医師会「8020達成型社会の産業歯科保健」一部改変



職場における
歯科からの健康づくり提案

職業性疾病の予防管理から

医科・歯科連携の労働衛生管理

労働者の健康確保

4│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

労働安全衛生法が定める
一般健康診断

⚫雇入時健康診断
⚫定期健康診断
⚫特定業務従事者の健康診断
⚫海外派遣労働者の健康診断
⚫給食従業員の検便

職場には法律で定められた

歯科一般健康診断はない！
出典：日本歯科医師会「8020達成型社会の産業歯科保健」一部改変

出典：日本歯科医師会「8020達成型社会の産業歯科保健」一部改変



5│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

ブ ラ ン ク

生涯にわたる歯科健診の充実 ～ 現在の歯科健診の制度
75歳～妊産婦 40～74歳～39歳児童生徒等乳幼児等

妊産婦歯科健診 乳幼児歯科健診 学校歯科健診 歯科健診歯科健診

母子保健法 学校保健安全法母子保健法 各法（健康保険法・国民健康保険等） 高齢者医療確保法

歯周病健診（70歳まで節目）

健康増進法

努力義務

高齢者医療確保法

特定健診

質問票のみ骨太の方針にも「生涯を通じた歯科健診の
充実」とされている一方、歯科健診が義務
化されているのは、乳幼児から児童・生徒
までであり、制度的に不十分である。

歯科特殊健診

労働安全衛生法

義務

事業者は、政令で定める有害な業務に
従事する労働者に対し、歯科医師によ
る健康診断を行なわなければならない。

努力義務 義務 努力義務 努力義務義務 努力義務

出典：日本歯科医師会リーフレット「最近、歯医者さんに行っていますか？」一部改変

歯医者さんにいつ行きました？



◆健康保持増進対策の基本的考え方

具体的な労働者の健康保持増進措置には、運動指導、

メンタルヘルスケア、栄養指導、口腔保健指導（歯科保健

指導）、保健指導などがあります。事業者は、これらの中

から事業場の特性を踏まえて、適切な内容を行うことが

必要です。

労働者の健康保持増進対策を進める際の留意点

・「ハイリスクアプローチ」と

「ポピュレーションアプローチ」の視点

・すべての労働者の積極的な参加を促すための取組

・労働者の高齢化を見据えた取組

全身のフレイルや身体能力の低下に先だってオーラル

フレイルが生じることや、中年期から噛みしめる行為

が難しくなる人が増加するため、若年期から歯・口腔

の健康を維持することも重要です。

＜実践例＞歯科健診費用の補助～健康保険組合と連携して～

6│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

「事業場における労働者の健康保持増進
のための指針」（THP指針）の見直し

（令和２年３月３１日改正）

THPとは、トータル・ヘルスプロモーション・プラン
（Total Health promotion Plan）の略称で、働く
人の心身の健康づくりを目指し、企業が取り組む計画
のこと



◆健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項

労働者の健康状態などが把握できる客観的なデータやセルフ
チェックなど

口腔保健に関するセルフチェックシート：東京都

◆健康保持増進対策の推進に当たって事業場ごとに

定める事項

事業場外資源

歯科保健指導は、従来は保健師・看護師が中心となって行われ
てきましたが最近では歯科医師・歯科衛生士といった歯科専門
職が関わることが増えてきています。歯科専門職の積極的な活
用は効果的な歯科保健指導に資すると考えられます。

事業場外の専門家は幅広く、産業医の資格要件を満たす医師、
健康スポーツ医、かかりつけ医、かかりつけ歯科医、産業保健
の専門知識を持った保健師などの医療職のほか、労働衛生コン
サルタント（中略）などが考えられます。事業場での取り組み
に応じて適切な専門家から助言を得るようにしましょう。

＜連携可能な事業場外資源の例＞

地域の医師会、歯科医師会

7│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

「事業場における労働者の健康保持増進
のための指針」（THP指針）の見直し

（令和２年３月３１日改正）



健康保持増進対策の基本的考え方

労働者の健康保持増進

運動指導 メンタルヘルスケア 栄養指導 口腔保健指導

8│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

「事業場における労働者の健康保持増進
のための指針」（THP指針）の見直し

（令和２年３月３１日改正）

全身のフレイルや身体能力の低下に先
だってオーラルフレイルが生じることや、
中年期から噛みしめる行為が難しくなる
人が増加するため、若年期から歯・口腔
の健康を維持することも重要です



9│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

事業場における労働者の健康保持増進の
ための指針

～健康保持増進対策の進め方～

■ポピュレーション
アプローチ

■健康増進無関心層への
取組や事業場の風土醸成

■労働者の高齢化を
見据えた運動の習慣化等

THPの
進め方

労働者の
健康状態
の把握

健康相談
等

実践活動

生活習慣
改善

職場環境
の活性化

健康保持
増進計画
の策定

・健康指導等を行うた
め、定期健康診断や
必要に応じて行う健
康測定等で生活習慣
や健康状態のチェッ
クを実施（柔軟化）

・健康保持増進措置
の内容は事業場の
実態に合せて実施

・運動指導、保健指導
等の健康指導の他、
健康教育や健康相
談等に関する内容も
含む

健康保持増進措置
・職場の実態に応じた健康づく
りを進めるため、事業者の健
康保持増進を積極的に推進
する旨の表明、目標設定、活
動内容、評価・見直しに関す
る事項などを決定

※ 事業場の実態に即した適切な対
応を選択し、実施するものとする。

（主な変更点）

・ＰＤＣＡの各段階に沿って、
事業場で取り組む内容
を詳細に記載

・推進体制については、事
業場内推進スタッフ（産
業保健スタッフや人事労
務管理スタッフ等）に加
えて、必要に応じて事業
場外資源を活用

・健康保持増進措置が事
業場の実情で取り組む
範囲を決められることか
ら、進め方については指
針に記載された内容で
実施することを求める

日常的な健康づくり活動を通じて、
各個人の生活習慣の改善

各個人（または集団）で健康診断等を
参考に健康づくり活動を実施

事業場外
資源

〇 健康保持増進に関する支援を行う外部機関（労働衛生機関、中央

労働災害防止機関、スポーツクラブ等）

〇 医療保険者

〇 地域資源（地域の医師会、歯科医師会、地方公共団体等）

〇 産業保健総合支援センタ―

出典：図1-10 THP指針 第128回 労働政策審議会安全衛生分科会（2020(令和2)年3月30日 一部改変



10│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

健康保持増進対策の推進に当たっての基本事項

（１）健康保持増進対策の推進に当たってのポイント
▶ポイント① 中⻑期的な視点に⽴った継続的・計画的な実施
▶ポイント② 事業場の実態に即した取組の実施
▶ポイント③ 企業単位での取組

（２）健康保持増進対策の各項目（ＰＤＣＡサイクル）
▶ＰＤＣＡ①     健康保持増進方針の表明
▶ＰＤＣＡ②     推進体制の確⽴ 
▶ＰＤＣＡ③     課題の把握
▶ＰＤＣＡ④     健康保持増進目標の設定
▶ＰＤＣＡ⑤     健康保持増進措置の決定
▶ＰＤＣＡ⑥     健康保持増進計画の作成
▶ＰＤＣＡ⑦     健康保持増進計画の実施
▶ＰＤＣＡ⑧     実施結果の評価

健康保持増進対策の各項目
（PDCAサイクル）

❶健康保持増進方針の表明
❷推進体制の確⽴

❸課題の把握

❽実施結果の評価

❼健康保持増進計画の実施

❻健康保持増進計画の作成

❹健康保持増進目標の設定

❺健康保持増進措置の決定

THPの
PDCA

実施体制は「①事業場内の推進スタッフ」を基本とし、
取組内容に応じて「②事業場外資源」を組み合わせて構築します。

■事業場外資源
労働衛生機関、中央労働災害防止協会、スポーツクラブなど、医療保険者、地域の医師会、歯科医師会
地方公共団体、保健所、産業保健総合支援センター、地域産業保健センター

出典：厚生労働省「職場における心とからだの健康づくりのための手引き～
事業場における労働者の健康保持増進のための指針～」一部改変

出典：日本歯科医師会「8020達成型社会の産業歯科保健」一部改変



11│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

口腔健康管理で健康寿命を
のばそう‼

口腔健康管理は一生涯

出典：日本歯科医師会リーフレット「最近、歯医者さんに行っていますか？」一部改変



12│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

確かな歯みがきから始める
健康習慣

出典：日本歯科医師会リーフレット「最近、歯医者さんに行っていますか？」



13│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

これからは生涯現役社会
一人一人が心身の健康状態に応じて経済活動や社会活動に参画し、

役割を持ち続けることのできる「生涯現役社会」

健康経営って？

歯科から見た健康経営

出典：日本歯科医師会リーフレット「最近、歯医者さんに行っていますか？」一部改変



14│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

口腔健康管理の効果‼
■歯周疾患の有無による年間医療費の比較

■対象：全被保険者（55,233人） 調査：2010年度

100,000 120,000 140,000 160,000
（円）

歯周疾患あり

（n=4,545）

歯周疾患なし

（n=50,688）

0 20,000 40,000 60,000 80,000

152,423

107,759

44,664

130,351

91,959

6,272
38,392 15,800 22,072

医療費   医科医療費  歯科医療費

全医療費差22,072円の内訳は、医科15,800円＋歯科6,272円

■歯科健診を行った集団と行わなかった集団の医療費の推移
Ａ社（定期歯科健診実施） B社（定期歯科健診実施） C社（歯科健診任意受診）

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0

100,000

80,000

60,000

40,000

20,000

0
Ｈ７年度 Ｈ21年度 Ｈ７年度 Ｈ21年度 Ｈ７年度 Ｈ21年度

17,883 15,116

90,216 ▲3% 87,807

73,260

14,751
▲23%

13,762

88,011

67,708

68,921

16,923

16,374
68,545

85,295

72,333 72,691
53,946 51,622

歯科医療費 医科医療費  歯科医療費 医科医療費 歯科医療費 医科医療費

歯科健診を行った事業所は年間医科歯科医療費が減少 

一方、行わなかった事業所では医療費が大幅に増加

出典：デンソー健康保険組合「歯科・医科医療費の相関分析」一部改変

+24％

効果：定期的な歯科健診受診は体の健康維持（体のQOL向上）に寄与

出典：デンソー健康保険組合「歯科・医科医療費の相関分析」一部改変



15│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

出典：東京海上日動健康保険組合 「『健康経営』の枠組みに基づいた保険者・事業主の
コラボヘルスによる健康課題の可視化」2015年 改変

最大の健康関連コスト
「最大の問題はプレゼンティーイズムだ」

◎米国商工会議所
従業員の健康関連コストの全体構造（米国金融関連企業の事例）

歯科ではプレゼンティーイズムの
影響のほうがはるかに大きい

歯科歯科



16│ 産業歯科保健ハンドブック パート1

アブセンティーイズムとプレゼンティーイズム

AbsenteeismとPresenteeism

以前は

◆アブセンティーイズム
個人が健康上の問題で欠勤、休職、遅刻など、業務に就けない状態
従来は、この予防と対策が中心だった

近年は

◆プレゼンティーイズム
出勤しているが、健康上の問題で十分な業務が出来なくなっている状態
これが、健康経営の障害になっている

企業の業績に与える影響は、
アブセンティーイズムより

プレゼンティーイズムの方が大きい

ある医療生協の例

プレゼンティーイズム改善のため、推進する生活習慣

の中に、「１日１回以上、汚れを落としきる歯磨き」

という項目があげられています

出典：日本歯科医師会「8020達成型社会の産業歯科保健」一部改変

出典：日本歯科医師会「8020達成型社会の産業歯科保健」一部改変



歯科特殊健康診断
について

パート２



有害な業務は、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、
フッ化水素、黄りん、その他 歯またはそ
の支持組織に有害な物のガス、蒸気、粉
じんを発散する場所における業務とする

17│ 産業歯科保健ハンドブック パート2

出典：日本歯科医師会リーフレット「忘れていませんか？歯科特殊健康診断」



18│ 産業歯科保健ハンドブック パート2
出典：日本歯科医師会リーフレット「忘れていませんか？歯科特殊健康診断」



19│ 産業歯科保健ハンドブック パート2

略 語 用 語

安衛法 労働安全衛生法

安衛則 労働安全衛生規則

令
安衛令
施行令

労働安全衛生法施行令

労基法 労働基準法

労基則 労働基準法施行規則

特化則 特定化学物質障害予防規則

特化物 特定化学物質

酸蝕症 歯の（歯牙）酸蝕症

略 語 例
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